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問 合 せ 先 取締役執行役員総務部長 小方 教夫         

（T E L .  0 6 - 4 7 0 7 - 1 5 1１） 

 

連結子会社の異動を伴う株式の一部売却に関するお知らせ 

 

当社は本日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるステラファーマ株式会社（東証マ

ザーズ、証券コード：4888、以下「ステラファーマ」という。）の株式の一部を売却すること（以

下「本株式売却」という。）を決議いたしました。これに伴い、ステラファーマは当社の持分法適

用関連会社となる予定ですので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．本株式売却の理由 

ステラファーマは、2007年６月にホウ素中性子捕捉療法（以下「ＢＮＣＴ」という。）の事業化

を目的として設立され、当社グループの事業セグメントの中で、ステラファーマが単独でメディカ

ル事業を構成しています。メディカル事業は、当社の化学事業とは法令やレギュレーションが異な

るうえ、両社間での原材料取引以外の事業シナジー創出も無いことから、2021年３月 19日のステ

ラファーマ上場承認時のリリースにおいて、当社はステラファーマの独立性を尊重し、自律的な経

営を支持する方針であり、連結子会社への拘りはない、との株式保有方針を表明しておりました。 

当社グループは、2022 年４月より第３次中期経営計画をスタートする予定であり、この機に事

業ポートフォリオの見直しを行うべく、ステラファーマとの親子関係を解消することといたしまし

た。当社グループとしては、一つのビジネスモデルとして貫かれた高純度薬品事業と運輸事業に一

層の集中を図り、一方でステラファーマは当社グループの連結経営状況や収支計画等に左右される

ことなく、戦略的な研究開発投資や海外での事業展開を迅速な意思決定により進めていくことが両

社の企業価値向上に資する、と判断いたしました。 

以上を鑑み、当社はステラファーマ株式の一部を売却することといたしましたが、2019 年７月

24 日にステラファーマとの間で締結した原材料の独占的売買取引に係る契約内容に従い、引き続

き医薬品製造用途の濃縮ホウ酸の安定供給を行うことで、ステラファーマのＢＮＣＴ事業をサポー

トしてまいります。 

 

２．異動する連結子会社の概要 

①名称 ステラファーマ株式会社 

②所在地 大阪市中央区高麗橋三丁目２番７号ＯＲＩＸ高麗橋ビル 

③代表者の役職・氏名 代表取締役社長 上原 幸樹 



 

 

 

④事業内容 医薬品の開発および製造販売 

⑤資本金 3,800,889千円 

⑥設立年月日 2007年６月１日 

⑦大株主および持株比率 

（2021年９月 30日現在） 

当社 44.54％ 

株式会社ＩＮＣＪ  11.44％ 

（2022 年２月９日に株式会社ＩＮＣＪが提出した変更報告書による

と、2022年２月２日時点の同社の持株比率は 7.64％へ減少） 

⑧上場会社と当該会社との間の関係 

 資本関係 当社は、ステラファーマの総議決権の 44.55％を所有しております。

（注） 

人的関係 兼任者はおりません。 

取引関係 原材料取引契約があります。 

⑨最近３年間の経営成績および財政状態 （単位：千円） 

決算期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期 

純資産 1,652,271 690,033 230,718 

総資産 3,621,843 2,660,006 2,048,524 

１株当たり純資産（円） △142.57 34.57 11.46 

売上高 ― ― 205,968 

営業利益 △861,147 △951,414 △680,567 

経常利益 △856,248 △959,351 △656,392 

当期純利益 △859,007 △962,238 △659,244 

１株当たり当期純利益（円） △66.28 △61.68 △32.90 

１株当たり配当金（円） ― ― ― 

(注) １．当社とステラファーマとの原材料取引契約が「連結財務諸表に関する会計基準（企業会

計基準第 22号）」7.(2)③に該当するとの当社会計監査人の意見を踏まえ、当社の議決権

所有割合が 40％以上である間は連結子会社として会計処理を行い、独立セグメントとし

て開示しております。 

２．議決権所有割合は、ステラファーマの 2021年９月 30日時点の発行済株式総数 28,646,700

株から、議決権を有しない株式数 3,200 株（単位未満株式 3,200 株）を控除した総議決

権の数 286,435個に基づき算出しております。 

 

３．本株式売却の方法 

証券会社とのブロックトレードによる売却を予定しております。ブロックトレードが執行された

場合、証券会社はステラファーマ株式を取得後、市場環境に鑑みながら転売していく方針であると

聞いております。 

 

４．本株式売却予定株式数、売却予定額および売却前後の所有株式の状況 

（１）売却前の所有株式数 12,760,000株 

（議決権の数：127,600個） 

（議決権所有割合：44.55％） 

（２）売却予定株式数 1,310,000株 

（３）売却予定価額 未定 

（４）売却後の所有株式数（予定） 11,450,000株 

（議決権の数：114,500個） 

（議決権所有割合：39.97％） 

 

５．日程 

（１）取締役会決議日 2022年３月４日 

（２）株式売却日（予定） 未定（2022年３月末までに売却予定） 

 



 

 

 

６．今後の見通し 

本株式売却に伴い、ステラファーマは 2023 年３月期より当社の持分法適用関連会社となる予定

です。本株式売却後、連結業績に与える影響を精査し、開示すべき業績への影響が生じた場合は、

速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 


